
（様式２）
誓　約　書

令和　８年　　月　　日

袖ケ浦市長　粕谷　智浩　宛て
所在地

商号又は名称
代表者氏名　　　　　　　　　　　　　印

当団体は、以下に規定する、袖ケ浦市文書管理システム更新プロポーザル参加資格の要件を満たすことを誓約します。
《参加資格》

（1）袖ケ浦市入札参加資格者名簿の業種「委託－情報処理」に登録されていること。
　　 ただし、当該名簿に登録がない者は公募型プロポーザル参加表明書兼参加資格確認申請書に次の書類を併せて提出し、市長が認めたとき参加することができる。
なお、提案採用者決定までに当該名簿に登録を行うものとする。
①履歴事項全部証明書
②印鑑証明書
③財務諸表
　　 ④委任状（代理人を置く場合）
（2）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第1項の規定に該当しないこと。
(3) 地方自治法施行令第１６７条の４第２項の規定により入札に参加させないこととされている者でないこと。
(4) 袖ケ浦市建設工事請負業者等指名停止措置要綱（平成１１年告示第１７３号）による指名停止措置の期間中でないこと。
(5) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の適用を申請した者については、同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がされていること。
(6) 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の適用を申請した者については、同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がされていること。
(7) 会社法（平成１７年法律第８６号）第４７５条若しくは第６４４条の規定に基づく清算の開始又は破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条若しくは第１９条の規定に基づく破産手続開始の申立がなされていないこと。
（8）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条に規定する暴力団及びその利益となる活動を行う者でないこと。

(9) 国税及び地方税の滞納がないこと。
(10) 過去５年間において、情報漏えい等の情報セキュリティに関する事項について、判決による罰金、和解金の支払いがないこと。
(11) 一般財団法人日本情報経済社会推進協会指定のプライバシーマークまたは情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の認定を受けており、定期的に更新がされていること。
(12) 導入するパッケージシステムの全国での導入実績数が５件以上あること。
